
別記１

028797
004 本様式作成日

つがる西北五広域連合病院事業改革プラン

平成 29 年 3 月 27 日

平成 29 年度 ～ 平成 32 年度

一般 療養 精神 結核 感染症 計
100

100

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計※

70 70

科目名

①

②

③

④
26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

紹介先におけるつがる総
合病院の割合（％）

27.3 22.3 22.9 23.5 24.1 24.8 25.5

紹介元におけるつがる総
合病院の割合（％）

27.4 28.5 29.6 30.7 31.8 32.9 33.9

介護福祉施設等からの入
院患者紹介率（％）

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

リハビリ施術者の自宅等に
退院した患者の割合（％）

31.9 32.1 33.7 35.3 36.9 38.5 40.0

リハビリテーション実施単
位数

7,293 8,570 8,751 8,932 9,113 9,295 9,477

2)その他 26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

（例）患者満足度（％）

新公立病院改革プランの概要

団体コード

施設コード 平成29年3月31日

団　　　　体　　　　名 つがる西北五広域連合

プ　ラ　ン　の　名　称

策　　　　定　　　　日

対　　象　　期　　間

病
院
の
現
状

病 院 名 鰺ヶ沢病院

診療科目

内科、小児科、外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、婦人科、歯科（計8科目）

現在の経営形態 公営企業法全部適用

所 在 地 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生106番地10

病 床 数

病床種別

一般・療養病
床の病床機

能

※一般・療養病床の合計数
と一致すること

（
１

）
地
域
医
療
構
想
を
踏
ま
え
た
役
割
の
明
確
化

地域医療構想を踏まえた当
該病院の果たすべき役割
（対象期間末における具体
的な将来像）

　地域医療構想における回復期病床の必要数は、246床で、急性期病床については、つがる総合病院を中核とすることか
ら、鰺ヶ沢病院については、救急告示病院であり地域救急医療の受け皿として10床程度の急性期病床を配分し、以外に
ついては、過疎化や少子高齢化が一層進行する中で、「地域包括ケア病床」の導入を中心に病床機能の転換を図ってい
く。

平成37年（2025年）における
当該病院の具体的な将来像

　病床数の見直し（削減）とともに、圏域に不足する回復期病床への機能転換を検討している。（急性期病床を10床程
度確保し、救急告示病院は維持する）

地域包括ケアシステムの構
築に向けて果たすべき役割

　地域包括ケアシステムに対しては、機能転換後の回復期病床を受け皿として西津軽郡を中心に在宅・施設等の急性増
悪患者への医療提供、さらにはへき地拠点病院として、へき地医療を担っていく。

一般会計負担の考え方
（繰出基準の概要）

　各市町ごとに異なる運用も見られた一般会計からの負担については、先の機能再編成に際し、当連合病院事業に対す
る一般会計負担金の負担割合を定め、総務省の繰出基準　に基づいた「連合基準」に統一を図ったところであり、引き続
き、総務省繰出基準に基づいた負担を求めていく。

医療機能等指標に係る数値目標

1)医療機能・医療品質に係るもの

（休床30）
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⑤

①

1)収支改善に係るもの 26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

経常収支比率（％） 98.5 102.6 98.4 94.4 94.2 94.4 100.1

医業収支比率（％） 83.5 87.5 83.9 80.4 80.7 80.7 84.6

病床利用率（急性期）（％） 57.3 58.1 58.1 83.0 89.8 96.2 93.5

病床利用率（回復期）（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 90.0

26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

職員給与費対医業収支比率（％） 58.3 54.1 58.5 60.5 60.5 60.5 60.0

委託費対医業収支比率（％） 10.0 8.3 9.7 9.6 9.6 9.6 9.0

材料費対医業収支比率（％） 39.1 39.6 38.2 41.0 41.0 41.0 37.8

26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

一般科入院（急性期） 29,346 30,950 30,949 29,704 21,127 20,381 19,965 患者1人1日当たり診療収入

一般科入院（回復期） 0 0 0 0 0 27,000 27,000 患者1人1日当たり診療収入

一般科外来 16,516 17,228 16,872 18,143 18,143 18,143 18,143 患者1人1日当たり診療収入

26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

常勤医師数（人） 7 7 7 7 7 7 7

看護職員数（人） 44 46 46 46 46 43 43

リハビリ職員数（人） 3 3 3 3 3 3 4

②

民間的経営
手法の導入

事業規模・事
業形態の見
直し

経費削減・抑
制対策

収入増加・確
保対策

その他

（
１

）
地
域
医
療
構
想
を
踏
ま
え
た
役
割
の
明
確
化

住民の理解のための取組 　外部委員による病院事業運営審議会により、点検・評価を行い、意見・提言を求めるともに、目標の達成状況等につ
いては、ホームページ等で公表していく。

（
２

）
経
営
の
効
率
化

経営指標に係る数値目標

2)経費削減に係るもの

3)収入確保に係るもの

4)経営の安定性に係るもの

上記数値目標設定の考え方

　経営の効率化は、医療提供体制を確保し、良質な医療を継続的に提供していくためには避けては通れない問題であ
り、経費の中でも支出額が顕著である委託費と材料費の抑制、入院・外来収益に係る単価の維持及び職員の適正配
置による給与費の抑制を図っていくものである。

経常収支比率に係る目標設
定の考え方（対象期間中に経
常黒字化が難しい場合の理由
及び黒字化を目指す時期、そ
の他目標設定の特例を採用し
た理由）

　当院を取り巻く医療環境の変化に対応するためには、病床機能として、これまでの急性期医療機能を一部残すものの、回復期
医療への転換を検討している。リハビリスタッフの増員等により費用が増加することになるが、へき地医療拠点病院として一定の
急性期対応は継続するほか、看護基準が13： 1となるので、過疎化の進行とともに、医療需要の変化への対応に順応していくに
つれて、入院外来患者とも一定数の確保は図られるものと思われる。
　平成30年の診療報酬改定が医療提供体制に厳しい内容となることが見込まれ、へき地拠点と しての最低限必要な急性期対
応を維持しつつ、回復期病棟においては13：1看護基準への転換、回復期病床の適正な施設基準の取得等により診療報酬収入
の確保を図り、平成32年度までの黒字の継続化を目指す。
　また、回復期病棟中心への転換については、スタッフの適正配置等に努めて、2025年までには需給調整を図り、病院全体で適
正数に収まるよう定員管理に努めていく。

③ 目標達成に向けた具体的な
取組（どのような取組をどの
時期に行うかについて、特に
留意すべき事項も踏まえ記
入）

事務職員については、構成市町からの派遣に頼るところであるが、研修機会の充実等、専門知識を有
する職員の計画的な育成、人事管理に努め、経営感覚の涵養を図る。

　先の自治体病院機能再編成並びに2025年病床機能別必要数を勘案し、後方支援病院で救急告示病
院である体制を維持しつつも、回復期病床を中心とする病床機能の転換を検討していく。
　また、急性期医療の圏域中核病院である「つがる総合病院」の集約熟度に合わせながら、既存病床
の適正数への削減を検討していく。

　これまで、耐用年数を超えても使用してきた医療機器が少なくないことから、順次老朽化した医療機
器については更新を行っているところであるが、今後も医療機器の更新については、医療需要に適した
機器について、費用対効果や使用頻度等を勘案し、計画的な整備に努めていく。

　地域完結型の医療提供体制において、後方支援病院として回復期を担うとともに、へき地医療拠点
病院として急性期医療を提供しつつ、地域のかかりつけ医として定型的疾病にも対応していくことにな
ることから、適正かつ効果的な施設基準を選択することにより、医業収益の確保を図るとともに、診療
報酬請求にあたっては、請求に係るスキルの向上に努め、請求精度の向上や返戻、査定減の件数の
抑制に努めていく。

　常勤医不足による診療機能の低下は、病院運営に与える影響が大きいことから、地域唯一の医育機
関である弘前大学への働きかけに努め、現行の内科、外科常勤医維持を図りつつ、地域の医療需要
への対応を図る。
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④

＜時　期＞

平成24年度

平成37年度
末

＜時　期＞
平成24年度

（
２

）
経
営
の
効
率
化

新改革プラン対象期間中の
各年度の収支計画等

別紙１記載

（
３

）
再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
化

当該公立病院の状況

二次医療又は構想区域内の病
院等配置の現況

　先の自治体病院機能再編成により、1中核病院2サテライト病院2サテライト診療所の機能分化と連携、医療情報システ
ムの整備による医療提供体制が構築されたことから、これの維持及び一層の円滑化を図っていくこととする。

当該病院に係る再編・ネットワー
ク化計画の概要 ＜内　容＞

（注）
１詳細は別紙添付可
２具体的な計画が未定の場合
は、①検討・協議の方向性、②
検討・協議体制、③検討・協議
のスケジュール、結論を取りまと
める時期を明記すること。

　1中核病院、2サテライト病院、2サテライト診療所に機能再編し、つがる西北五広域連合に経営統合し
た。

　地域医療構想で示された下記の機能分化・連携の方向性に基づき、毎年圏域ごとに開催される地域医
療構想調整会議等を活用しながら、圏域内の機能分化・連携について検討していくとともに、再編・ネット
ワーク化の更なる見直しの必要性についても検討する。
①病床規模の縮小②回復期・慢性期への機能分化③つがる総合病院との連携体制の構築④在宅医療
（介護施設等を含む）の提供⑤へき地医療拠点病院を中心とした効率的なへき地等医療提供体制の整備

（
４

）
経
営
形
態
の
見
直
し

経営形態の現況
（該当箇所に✔を記入）

経営形態の見直し（検討）の方向性
（該当箇所に✔を記入、検討中の
場合は複数可）

経営形態見直し計画の概要 ＜内　容＞
（注）
１詳細は別紙添付可
２具体的な計画が未定の場合
は、①検討・協議の方向性、②
検討・協議体制、③検討・協議
のスケジュール、結論を取りまと
める時期を明記すること。

※
点
検
・
評
価
・
公
表
等

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合その
概要）

旧プラン時の病院事業運営審議会を引き続き活用し、点検・評価を行い、意見・提言を求めていく。

点検・評価の時期(毎年○月頃
等）

毎年12月頃

公表の方法 つがる西北五広域連合ホームページ

その他特記事項

　先の自治体病院機能再編成にともない、地方公営企業法の全部適用、つがる西北五広域連合への
経営統合がされ、圏域の全市町が経営に参画する体制を構築済みである。
　以外の選択肢としては独立行政法人（非公務員型）化であるが、一般会計からの繰入れについても
国の繰出基準に準じることで、各施設の自助努力を促す仕組みとなっていることから、現経営形態を維
持するものである。

（５）（都道府県以外記載）新改革プ
ラン策定に関する都道府県からの助
言や再編・ネットワーク化計画策定
への都道府県の参画の状況

　新公立病院改革ガイドラインや地域医療構想の概要、策定までのスケジュール等についての説明会が開催された。
また、青森県では自治体病院経営研究会を設置しており、その中でも地域医療構想の今後の進め方についての説明
や各病院のプランの策定状況に係る情報交換が行われた。その他、総務省の病院事業担当者会議の情報提供が行
われたほか、プラン策定の進捗状況について個別ヒアリングが実施され、助言を受けた。

施設の新設・建替等を行う予定がある

病床利用率が特に低水準（過去３年間連続して70％未満）

地域医療構想等を踏まえ医療機能の見直しを検討する必要がある

公営企業法財務適用 公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度 民間譲渡

診療所化 老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行



(別紙１） 団体名
（病院名）

１．収支計画　（収益的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 1,548 1,638 1,608 1,645 1,688 1,659 1,671

(1) 1,521 1,614 1,584 1,622 1,665 1,636 1,648

(2) 27 24 24 23 23 23 23

0 0 0 0 0 0 0

２. 353 359 350 339 337 335 360

(1) 307 307 306 279 279 279 306

(2) 14 14 14 14 14 14 14

(3) 28 34 28 44 41 39 37

(4) 4 4 2 2 3 3 3

(A) 1,901 1,997 1,958 1,984 2,025 1,994 2,031

１. ｂ 1,855 1,872 1,916 2,045 2,092 2,055 1,976

(1) ｃ 902 886 941 995 1,021 1,003 1,002

(2) 605 648 615 674 692 680 631

(3) 260 249 260 281 288 283 257

(4) 76 85 94 89 86 84 81

(5) 12 4 6 6 5 5 5

２. 74 74 74 57 58 57 52

(1) 0 0 0 0 0 0 0

(2) 74 74 74 57 58 57 52

(B) 1,929 1,946 1,990 2,102 2,150 2,112 2,028

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) ▲ 28 51 ▲ 32 ▲ 118 ▲ 125 ▲ 118 3

１. (D) 0 57 0 0 0 0 0

２. (E) 79 0 0 0 0 0 0

特　別　損　益　(D)－(E) (F) ▲ 79 57 0 0 0 0 0

▲ 107 108 ▲ 32 ▲ 118 ▲ 125 ▲ 118 3

(G) 471 579 547 429 304 186 189

(ｱ) 453 533 455 417 585 606 629

(ｲ) 206 232 263 281 268 252 249

　 0 0 0 0 0 0 0

(ｳ) 0 0 0 0 0 0 0

(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
c
a

(H)
ａ

92.8 91.2病 床 利 用 率 81.9 83.1 82.1 100.0 96.5

-

資 金 不 足 比 率 ×100 - - - - - - -

60.5 60.0

地方財政法施行令第15条第１項
により算定した資金の不足額 (H) - - - - - -

80.7 80.7 84.6

職員給与費対医業収益比率 ×100 58.3 54.1 58.5 60.5 60.5

医 業 収 支 比 率 ×100 83.5 87.5 83.9 80.4

100.1

不 良 債 務 比 率 ×100 ▲ 16.0 ▲ 18.4 ▲ 11.9 ▲ 8.3 ▲ 18.8 ▲ 21.3 ▲ 22.7

▲ 354 ▲ 380

経 常 収 支 比 率 ×100 98.5 102.6 98.4 94.4 94.2 94.4

0
又 は 未 発 行 の 額

差引 不 良 債 務 (ｵ) ▲ 247 ▲ 301 ▲ 192 ▲ 136 ▲ 317

0 0 0 0 0 0

累 積 欠 損 金

不
 

良
 

債
 

務

流 動 資 産

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(ｴ)

そ の 他

経 常 費 用

特
別
損
益

特 別 利 益

特 別 損 失

純 損 益 (C)＋(F)

経 常 収 益

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

支 払 利 息

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

鰺ヶ沢病院

26年度
(実績)

27年度
(実績)

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度



団体名
（病院名）

２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. 84 52 41 77 30 30 30

２. 0 0 1 0 0 0 0

３. 1 1 12 17 17 18 7

４. 0 0 0 0 0 0 0

５. 0 0 0 0 0 0 0

６. 3 6 4 0 0 0 0

７. 0 0 0 0 0 0 0

(a) 88 59 58 94 47 48 37

(c) 0 0 0 0 0 0 0

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 88 59 58 94 47 48 37

１. 92 59 44 104 30 30 30

２. 3 3 24 34 34 35 14

３. 0 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0 0

(B) 95 62 68 138 64 65 44

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 7 3 10 44 17 17 7

１. 7 3 10 44 17 17 7

２. 0 0 0 0 0 0 0

３. 0 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0 0

(D) 7 3 10 44 17 17 7

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

307 307 306 279 279 279 306

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

1 1 13 17 17 18 7

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

308 308 319 296 296 297 313

（注）
1
2

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

合　　　計

31年度 32年度

0 0

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。
　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務副大臣通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいう
ものであること。

2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

(単位：百万円）

26年度
(実績)

27年度
(実績)

28年度 29年度 30年度

0
又 は 未 発 行 の 額

実 質 財 源 不 足 額

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(F) 0 0 0 0

支 出 計

補
て
ん
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

0 0 0
支 出 の 財 源 充 当 額

前年度許可債で当年度借入分

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る
(b) 0 0 0 0

32年度

収
　
　
　
　
　
　
入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

そ の 他

収 入 計

鰺ヶ沢病院

26年度
(実績)

27年度
(実績)

28年度 29年度 30年度 31年度


